
第２節

福祉教育等の推進

１． 学校教育における取組－交流及
び共同学習の推進

　障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児
児童生徒や地域の人々が活動を共にすること
は、すべての幼児児童生徒の社会性や豊かな
人間性を育成する上で大きな意義があり、同
じ社会に生きる人間として、お互いを正しく
理解し、共に助け合い、支え合って生きてい
くことの大切さを学ぶ重要な機会であると考
えられる。
　このため、幼稚園、小・中・高等学校及び
特別支援学校の学習指導要領等において、交
流及び共同学習の機会を積極的に設ける旨が
規定されているとともに、障害者基本法にお
いて交流及び共同学習の推進が明記されてい
ること等も踏まえ、今後ともその一層の推進
を図ることとしている。

２．地域住民への広報・啓発

　障害のある幼児児童生徒が、自立し社会参
加するためには、広く社会一般の人々が、そ
の幼児児童生徒と教育に対する正しい理解と
認識を深めることが不可欠である。
　また、社会教育施設における学級・講座等
においては、障害のある人に対する理解を深
めることを重要な学習課題の一つと位置付
け、青少年の学校外活動や成人一般、高齢者
の学習活動が展開されている。
　また、精神保健福祉センターや保健所では、
精神障害のある人に対する正しい理解を促す
ため、住民に対する精神保健福祉知識の普及・
啓発を行っている。

第３節

公共サービス従事者等に対する障
害者理解の促進
　障害のある人が地域において安全に安心し
て生活していく上では、公務員を始め公共
サービス従事者等が障害及び障害のある人に
ついて理解していることが重要である。障害
者施策推進本部（旧本部）の下「公共サービ
ス窓口における配慮マニュアル」を発行、内
閣府ホームページにも掲載している。
　警察では、警察学校や警察署等の職場にお
いて、新たに採用された警察職員に対する採
用時教育の段階から、障害者施設への訪問実
習、有識者による講話等、障害のある人の特
性や障害に配慮したコミュニケーション等へ
の理解を深めるための研修を行っている。
　刑務所等矯正施設に勤務する職員に対して
は、矯正研修所及び全国８か所の矯正研修所
支所において、各種研修を行っているが、そ
の中では、人権擁護、精神医学などの科目を
設けて適切な対応の仕方について講義してい
るほか、社会福祉施設における介護等体験実
習を実施するなどし、障害のある人に対する
理解を促進している。
　更生保護官署職員に対しては、各種研修に
おいて、職員の経験や業務内容に応じ、障害
のある人や障害特性に対する理解を含む人権
全般に関する知識等を深めるための講義や精
神障害のある人等が入所する施設の見学を実
施するなどし、障害のある人に対する理解の
促進とその徹底を図っている。
　法務省の人権擁護機関では、中央省庁等の
職員を対象として、人権に関する国家公務員
等の理解と認識を深めることを目的とした
「人権に関する国家公務員等研修会」を、ま
た、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に
携わる職員を対象として、その指導者として
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